
精算払請求書（インボイス対応） 赤色の枠は、制度の開始に伴い新たに追加した事項です。 

 

                                                

 

前払、中間前払、部分払請求書  前払、中間前払、部分払は消費税が発生しませんので、適格請求書

の記載事項を満たす必要はありません。 

 


